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はじめに

　本件は、「2017年中国法院の代表的な知的財産事
件50件」及び「最高人民法院知的財産事件年度報告
（2017）」に選ばれた、主に周知商品特有の包装・装
飾の認定に関する事件である。また、証拠効力の認
定について、最高人民法院は、「市場統計調査に関
する公正証書証拠を認定する場合、当該市場統計調
査の客観性、科学性、適法性などを具体的に審査す
べきであり、当該調査が公証されたからといってそ
れを当然信用して採用するわけにはいかない。」と指
摘している。

Ⅰ　事件の概要

１．基本情報
河北養元智匯飲品股份有限公司：一審原告（二
審被上訴人、再審被請求人）
河北六仁 飲品有限公司：一審被告１（二審上
訴人、再審請求人）
金華市金東区葉保森副食店：一審被告２
判決の情報：
　一審：�浙江省金華市中級人民法院（2016）浙07民

初778号民事判決書
　二審：�浙江省高級人民法院（2017）浙民終165号

民事判決書
　再審：�最高人民法院（2017）最高法民申3918号民

事裁定書

２．事件の経緯
河北養元智匯飲品股份有限公司（以下、「養元
公司」という）は1997年に成立し、植物性タンパ
ク質飲料の生産及び販売を主な営業業務としてい
る。2011年以来、養元公司は、その生産している
クルミミルク飲料「６つのクルミ」に対して、TV
メディアを通じて広告を続々と投入してきた。長
期にわたる生産販売及びキャンペーンにより、ク
ルミミルク飲料「６つのクルミ」は徐々に消費者
に認められ、一連の栄誉を取得し、知名度が高い。
2016年４月に、養元公司は、市場にはクルミミ
ルク飲料「６つのクルミ」の模倣品が存在するこ
とを発見し、模倣品を公証付けで購入した。その

後、模倣品の包装に示すメーカーである河北六仁
飲品有限公司（以下、「六仁 公司」という）及
び販売店である金華市金東区葉保森副食店（以下、
「葉保森副食店」という）に対し浙江省金華市中級
人民法院（以下、一審法院という）に訴訟を提起
し、「六仁 公司、葉保森副食店は、１．製品の
包装に養元公司の製品と類似する包装・装飾を使
用する不正競争行為を停止する；２．損害賠償及
び権利行使のための合理的な費用20万元を共同で
支払う；３．『知的財産ニュース』等のメディア
に声明を発表し、悪影響を解消する；４．本件の
訴訟費用を支払う。」よう請求した。
一審の開廷審理において、養元公司は、クルミ
ミルク飲料「６つのクルミ」の知名度や包装・装
飾の顕著性等に関する証拠を大量提出したのに対
し、六仁 公司も、公証された市場調査等の証拠
を提出して抗弁した。法院は、本件の証拠に基づ
き、以下のとおり判断した。
養元公司のクルミミルク製品「６つのクルミ」
に使用される包装・装飾は、周知製品特有の包
装・装飾であり、これら包装・装飾は、養元公司
の製品を識別する重要な標識になり、商品の出所
を識別する機能を有する。六仁 公司の「クルミ
シロップ」製品の包装・装飾はクルミミルク製品
「６つのクルミ」の包装・装飾とは外部の形状、デ
ザインスタイル、色の組み合わせ、文字の内容や
図形の配列形態、占める割合等が類似しており、
六仁 公司は同じ種類の商品において養元公司の
クルミミルク製品「６つのクルミ」の包装・装飾
と類似する包装・装飾を使用し、明らかに養元公
司の商業信用にただ乗りする主観的な意図があり、
その行為は、経営者が守るべき信義誠実の原則及
び商業道徳に違反し、正常な市場秩序を乱してお
り、不正競争行為に該当するため、「六仁 公司
及び葉保森副食店は、養元公司の周知商品である
クルミミルク飲料『６つのクルミ』と類似する包
装・装飾を使用した製品の生産及び販売を直ちに
停止し、六仁 公司は養元公司の損害賠償及び権
利行使のための合理的な費用12万元、葉保森副食
店は養元公司の損害賠償及び権利行使のための合
理的な費用5000元を支払う」旨を判決した。
六仁 公司は一審判決を不服として、浙江省高

級人民法院に上訴した。二審法院は審理を経て、
上訴を棄却し、一審判決を維持した。六仁 公司


